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防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 
１．訓練の目的、達成目標、検証項目 

本訓練は、「泊発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第７節 第１項 社内における訓練」に基づき

実施するものである。 

本訓練は、以下の点に主眼を置き、原子力災害に対する災害対応能力の向上および習熟を図るもの

である。 

（１）訓練目的：平成２９年度に改正された原子力災害対策指針に基づくＥＡＬの判断条件が定着して

いることを確認する。 

達成目標：ＥＡＬを迅速かつ正確に判断できること。 

検証項目１：発生した事象に対して、根拠を明確にした上でＥＡＬを判断していること。 

検証項目２：ＥＡＬを迅速に判断し、通報連絡等の情報共有が速やかに行えること。 

（２）訓練目的：ＣＯＰを活用しＥＲＣプラント班へ情報提供ができることを確認する。 

達成目標：「事故・プラントの状況」、「事故収束対応戦略」、「戦略の進捗状況」をＣＯＰを

活用して情報提供が行えること。 

検証項目：「事故・プラントの状況」、「事故収束対応戦略」、「戦略の進捗状況」をＣＯＰを

活用して、すみやかに、また、定期的に俯瞰して情報提供を行えること。 

（３）訓練目的：緊急時対策所内で活動を行う要員の対応能力向上として、緊急時対策所内の活動にお

ける心得（基本ルール）が定着していることを確認する。 

達成目標：緊急時対策所内の活動における心得（基本ルール）に従い、円滑な災害対応が行われ

ること。 

検証項目：緊急時対策所内の活動における心得（基本ルール）の定着として以下が守られている

こと。 

①発電所災害対策本部内での発話ルール 

②緊急時対策所内での図面等を活用した情報共有ルール 

（４）訓練目的：平成２９年度総合訓練において抽出した改善事項に対する改善策の検証を行う。 

達成目標：平成２９年度総合訓練において抽出した改善事項に対する改善策が有効に機能し、改

善が図られること。 

検証項目：平成２９年度総合訓練において抽出した改善事項に対する改善策が有効に機能してい

ること。 

 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

平成３０年１１月２０日（火）１３：１０～１６：３０ 

  ＜気象条件＞（１３：００における発電所気象観測データ） 

   天候：曇り 気温：４．６℃ 風速：６．１ｍ/s 風向：ＷＮＷ  

（２）対象施設 

泊発電所 １、２、３号機 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料２ 
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３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価体制 

泊発電所は、訓練参加者以外の社員（課長・副長クラス）１０名が評価をする体制とし、原子力施

設事態即応センター（以下、「即応センター」という。）においては、訓練参加者以外の社員５名お

よび社外評価者４名が評価をする体制とした。 

評価に当たっては、今回の訓練目的を踏まえた評価のほか、前回までの訓練で抽出された要改善事

項についての対応状況についても確認し、訓練事務局が評価者による評価チェックシートの記載、訓

練の振り返りとして訓練終了後に実施する発電所と本店による反省会を踏まえて、評価・分析を実施

した。 

 

（３）訓練参加人数 

〈合計〉    ２７４名 

〈内訳〉 

泊発電所（発電所災害対策要員）   ：１４７名（評価者含まず） 

    本店即応センター（本店対策本部要員）：１２７名（評価者含まず） 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

（１）プラント運転状況 

  １号機 ： 定期検査停止中（モード外） 

  ２号機 ： 定期検査停止中（モード外） 

  ３号機 ： 定格熱出力一定運転中（モード１） 

  

泊発電所 

社 外 

関係機関 

（想定） 

東京支社 
情報連絡 

情報連絡 

通報連絡 

（想定） 

支援 

原子力規制庁緊急時対応センター 

（ＥＲＣ） 

通報連絡 

（想定） 

※１ 

※１ 統合原子力防災ネットワーク接続 
 

※２ SPDS-Webにより情報共有実施 

泊発電所原子力災害対策本部 

各班員 

指示 報告 

総合管理事務所 Ｓ／Ｂ 

（中央制御室を想定） 

指示 

通報連絡 

報告 

指示 

※２ 

※２ 

通報連絡 

原子力事業所災害対策支援拠点 
（小樽市） 

報告 

オフサイトセンター 
（事業者ブース） 

情報連絡 

情報連絡 

原子力緊急事態支援組織 

支援要請連絡 

電力支援拠点 
（江別市） 

 

事業者間協力協定事業者 
（幹事会社） 

 

派遣 

本 店 
原子力施設事態即応センター 

 

 

本店原子力災害対策本部 

ERC コンタクトポイント 

※２ 
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（２）シナリオ概要 

今回の訓練では、訓練中期計画に基づき、平日日中時間帯における自然災害を起因事象とする原子

力災害の発生を想定した。 

  

表１．シナリオ概要 

時刻 
１号機 

【新規制基準適合】 

２号機 

【新規制基準未適合】 

３号機 

【新規制基準適合】 

発災前 

定期検査停止中 

（Ａトレン隔離中、

燃料取出し直後） 

定期検査停止中 定格熱出力一定運転中 

13:10 地震発生 

火災発生（予備変圧器）  

13:50 地震発生 

 使用済燃料ピット出

口配管からの漏えい

発生 

原子炉冷却材漏えい（大破断ＬＯＣＡ）発

生 

・非常用炉心冷却装置起動 

・格納容器スプレイポンプ起動 

原子炉自動トリップ、手動トリップ失敗 

・制御棒駆動電源ＭＧセット停止（制御棒

全挿入） 

13:53 起動変圧器故障 

・Ｂ－ディーゼル発

電機起動失敗（Ａ

－ディーゼル発電

機点検中） 

・全交流電源喪失 

  

14:10 

 

地震発生 

外部電源喪失 

 Ａ，Ｂ－ディーゼル発

電機起動 

Ａ－ディーゼル発電機起動失敗 

Ｂ－ディーゼル発電機起動 

Ｂ－制御用空気圧縮機起動失敗 

制御用空気配管からの漏えい発生 

14:13 Ａ，Ｂ－代替非常用

発電機起動失敗 

 Ｂ－高圧注入ポンプ起動 

Ｂ－余熱除去ポンプ起動失敗 

【原災法第１０条事象】 

＜ＳＥ２１：原子炉冷却材漏えい時におけ

る非常用炉心冷却装置による一部注水不

能＞※ 

14:23 【原災法第１０条事

象】 

＜ＳＥ２５：全交流

電源の３０分以上喪

失＞※ 

 非常用炉心冷却装置および格納容器スプ

レイポンプ再循環切替え失敗 

・Ｃ－充てんポンプ停止 

・Ｂ－格納容器スプレイポンプ停止 

14:32   Ｂ－高圧注入ポンプ停止（水源枯渇） 

【原災法第１５条事象】 

＜ＧＥ２１：原子炉冷却材漏えい時におけ

る非常用炉心冷却装置による注水不能＞※ 

14:42   代替非常用発電機によるＡ－非常用母線

への給電不可 
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時刻 
１号機 

【新規制基準適合】 

２号機 

【新規制基準未適合】 

３号機 

【新規制基準適合】 

14:51   炉心出口温度３５０℃以上 

格納容器高レンジエリアモニタ（高レン

ジ）１×１０５ｍＳｖ／ｈ以上 

（格納容器高レンジエリアモニタ（高レン

ジ）故障による代替手段（炉心出口温度６

００℃以上）にて判断） 

モニタリングポスト２地点以上において、

指示値が５μＳｖ／ｈ以上に上昇 

14:53 【原災法第１５条事

象】 

＜ＧＥ２５：全交流

電源の１時間以上喪

失＞※ 

  

15:06   排気筒ガスモニタ指示値上昇 

15:33   Ｃ－充てんポンプによる炉心注水開始 

（現場手動弁ラインアップによるほう酸

タンクおよび１次系純水タンクからの燃

料取替用水ピット補給開始後） 

16:05  使用済燃料ピット出

口配管からの漏えい

停止（水位低下に伴う

停止） 

 

16:10 可搬型代替電源車に

よる非常用母線への

給電開始 

  

※：各号機の最初に発生する原災法第１０条、第１５条に該当する事象のみ記載。  

なお、発電所災害対策要員および本店対策本部要員に対して、事象発生日時および訓練開始時のプ

ラント状態・気象条件を事前情報として付与し、その他訓練進行中に必要な情報は訓練コントローラ

から１３１件の付与を行った。 
 

 ５．防災訓練の項目 

  総合訓練 

 

６. 防災訓練の内容 

訓練の形式は実対応に近い状況下での組織対応能力を確認するため、事故情報・事故対応に携わる

全ての発電所災害対策要員および本店対策本部要員に対して、シナリオ非提示型（ブラインド）とし

て実施した。 

 

【泊発電所】 

（１）緊急時通報・連絡訓練 

（２）原子力災害対策本部設置訓練    

（３）環境放射線モニタリング訓練 

（４）退避誘導訓練 

（５）原子力災害医療訓練 

（６）シビアアクシデント対応訓練 

（７）緊急時対応訓練 

 ①初期消火訓練 

 ②可搬型大型送水ポンプ車によるＲＷＳピット給水訓練 
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 ③可搬型代替電源車給電訓練 

 ④構内道路補修作業訓練 

 ⑤緊急時対策所立上げ訓練 

（８）資機材輸送・取扱訓練 
 

【本店（東京支社を含む）】 

（１）緊急時通報・連絡訓練 

（２）原子力災害対策本部設置訓練 

 ①本店対策本部設置訓練 

 ②ＥＲＣプラント班との情報共有訓練 

 ③広報活動訓練 

（３）緊急時対応訓練 

 ①オフサイトセンターとの連携訓練 

 ②原子力事業所災害対策支援拠点（後方支援拠点）との連携訓練 

 ③他電力支援拠点対応訓練 

 ④原子力事業者間協定に基づく連携訓練 

（４）原子力緊急事態支援組織対応訓練 

 

７．訓練結果の概要 

  各訓練の結果と評価は以下の通り。 

（１）緊急時通報・連絡訓練 

【泊発電所・本店】 

・発災事象の進展による警戒事態該当事象発生連絡（続報を含む）、原災法第１０条通報および原

災法第２５条報告を実施した。 

・警戒事態該当事象発生連絡（続報を含む）、原災法第１０条通報、原災法第２５条報告および訂

正報として全２６報を発信した。 

・警戒事態該当事象発生連絡および原災法第１０条通報様式中における事象発生後の原子炉の運転

状態について、選択項目の記載方法に関する解説を充実させた通報様式の記載ルールを定めた通

報文例を用いて、通報文の作成を実施した。 

・緊急事態の遷移の判断となる原災法第１０条該当事象の第１報発信（ＳＥ２１：第９報）および

原災法第１５条該当事象の第１報発信（ＧＥ２１：第１１報）については、表２の通り実施した。 

 

表２．緊急事態の遷移の判断となる通報実績 

 ＥＡＬ番号 
原子力防災管理者の 

判断時刻 
ＦＡＸ送信時刻 

ＦＡＸ送付までに 

要した時間 

１０条 
ＳＥ２１ 

（第９報） 
１４時１３分 １４時２１分 ８分 

１５条 
ＧＥ２１ 

（第１１報） 
１４時３２分 １４時４１分 

９分（社外への通信

が困難な状況下） 

 

・事務局は、連絡先一覧表を用いて、通報ＦＡＸ送信後、着信確認を実施した。 

・本店ＦＡＸ対応者は社外への通信が困難な状況において、代替通信手段を用いてＦＡＸを送信し

た。（第１１報～第１５報） 

 

＜評価＞ 

・緊急事態の遷移の判断となる通報は、社外への通信が困難な状況（ＡＬ５２発生状況）における

代替手段でのＦＡＸ送信判断フローの活用および要素訓練による通信設備取扱い方法の習熟に

より、表２の通り、目標時間である１５分以内に誤記、漏れ等なく発信できた。 

・通報様式の記載ルールを定めた通報文例に従い、プラント停止後の通報文の記載について、プラ

ント運転状態を「状態継続」と正しく選択し、通報文を作成することができた。 

〔８.⑧正確な連絡通報文の記載 参照〕 

・通報ＦＡＸは全２６報発信し、訂正が必要であったものは１０報あったが、訂正報が送付された
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のは４報のみであり、残りの６報についても訂正報が必要であったことから、改善が必要である。 

 〔１０.（１）①通報様式の記載方法に係わる改善 参照〕 

〔１０.（１）③原災法第２５条報告および警戒事態該当事象発生後の経過連絡の体制等の改善 

参照〕 

・ＥＡＬ０１および０２の原災法第１０条通報において、判断根拠となるモニタリングポスト等の

指示値を「確認中」と記載したことから、改善が必要である。 

 〔１０.（１）②通報様式の記載内容に係わる改善 参照〕 

・ＥＡＬ０１および０２の原災法第１０条通報において、「確認中」と記載した判断根拠となるモ

ニタリングポスト等の指示値を、後追いで報告しようとした原災法第２５条報告が、１時間後と

なったことから、改善が必要である。 

〔１０.（１）③原災法第２５条報告および警戒事態該当事象発生後の経過連絡の体制等の改善 

参照〕 

・原災法第２５条報告は、３号機ＧＥ２１発生後の充てんポンプでの炉心注水再開による報告、１

号機全交流電源喪失後の可搬型代替電源車からの給電によるＳＥ２５、ＧＥ２５の解除報告の２

報と少なかった。また、警戒事態該当事象発生後の経過連絡については、１号機および３号機の

ＡＬ５２の解除連絡の２報と少なかった。 

・原災法第２５条報告は、炉心損傷後のモニタリングポスト等の指示値に変化がある状況では、発

電所の状況の逐次報告として、より多くの原災法第２５条報告が必要であること、警戒事態該当

事象発生後の経過連絡は、ＡＬ２５発生後の関連情報である代替非常用発電機起動失敗の連絡が

できなかったことから改善が必要である。 

〔１０.（１）③原災法第２５条報告および警戒事態該当事象発生後の経過連絡の体制等の改善 

参照〕 

・事務局は、連絡先一覧表を用いて、手順に従い通報ＦＡＸ送信後、着信確認を実施できた。 

・本店を経由してＦＡＸ送信した際の着信確認（第１１報～第１５報）は、発電所から本店経由で

ＥＲＣリエゾンに着信確認の依頼を行ったが、ＥＲＣへの着信確認の行為を行わなかったことか

ら、発電所と同様にＦＡＸ発信者が着信確認を行うよう改善が必要である。 

〔１０．（２）①本店対策本部代替発信時における着信確認ルールの作成 参照〕 

  

（２）原子力災害対策本部設置訓練 

【泊発電所】 

・警戒事態該当事象発生による原子力防災準備体制の発令により、原子力防災管理者からの指示を

受け、泊発電所原子力災害対策本部（以下、「発電所対策本部」という。）要員は、緊急時対策所

へ参集した。 

・緊急時対策所へ参集後、原子力防災管理者は、発電所対策本部を設置するとともに、発電所対策

本部要員は、社内の情報共有に必要なＴＶ会議システム、チャットシステム等の立ち上げ、通信

設備の状態確認を実施した。 

・１，３号機が新規制基準適合プラント、２号機が新規制基準未適合プラントと混在し、適用する

ＥＡＬに違いがある中、３基同時発災によるＥＡＬ判断を実施した。なお、今回新たな取り組み

として、ＥＡＬ判断フローを使用したＥＡＬ判断を実施した。 

・１時間以内に３回の地震が発生し、それぞれの規模および状況に応じた対応を実施した。 

・事象の進展に合わせ、ホワイトボードやチャットシステム等の情報共有ツールに情報を記載した。 

・事務局は、ホワイトボードの写真を撮影・配布し、副班長は、配布されたコピーを基に各班員に

対し戦略を伝えた。また、紙面配布物（通報様式等）を必要箇所に配付した。 

・各班長は、故障機器の状態の報告の際には、調査・復旧に要する時間および復旧した時刻を意識

して発言した。 

・今回からホワイトボード上部の戦略（対策）記載欄に炉心注水、電源確保、ＳＧ注水、ＣＶ冷却

の事故対応計画の分類分けを行ったフォーマットを用意し、それぞれの事故対応計画に対して戦

略（対策）を記載した。 

・情報連絡責任者間において、発電所－本店間のブリーフィングで伝えた情報が本店対策本部内で

共有される情報と不整合がないか、本店が情報を正しく認識しているかを再確認した。 

・発電所対策本部長は、今回新たに社内マニュアルに規定したブリーフィングを実施すべきタイミ

ングに基づき、発電所－本店間のブリーフィングおよび緊急時対策所内でのブリーフィングを実
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施した。 

 

＜評価＞ 

・発電所対策本部要員は、原子力防災管理者の指示による緊急時対策所への参集から、緊急時対策

所内の通信設備、情報共有ツールの立上げ等の発電所対策本部活動に必要な対応を手順に従い実

施できた。 

・発電所対策本部長は、新規制基準適合、未適合プラントが混在し、適用するＥＡＬに違いがある

中で、それぞれのプラントにおけるＥＡＬ一覧表およびＥＡＬ判断フローを活用することにより、

新規制基準未適合プラントである２号機に対してはＡＬ３１のみ判断する等、問題なくＥＡＬ判

断ができた。 

・規模が違う３回の地震に対し、ＥＡＬに該当しない地震の場合は安全協定に基づく対応、ＥＡＬ

に該当する地震では原災法に基づく通報等の対応、津波を伴う地震では作業制限や退避指示を出

す等、状況に応じた手順に従い必要な対応が実施できた。 

・発電所対策本部内での情報共有ツールの活用においては、電子ホワイトボードに系統図やグリッ

ドマップ等の図面を表示し、故障箇所、電源系統状態、風向風速等を記載しており、共通認識を

図る上で視覚情報は有効であった。また、共用設備の故障の情報を、図面を用いて、波及的影響

を確実に発電所対策本部内で共有できた。 

〔８.③ユニット間共用設備の図面情報活用 参照〕 

・事務局は、適切なタイミングで紙面配布物（ホワイトボードの写真、通報様式等）を必要な要員

に配付することができた。 

〔８.④緊急時対策所内の紙面配布物の配布先等 参照〕 

・各班長は、故障機器の状態および調査・復旧に要する時間を発話し、発電所対策本部では、それ

らの発話をもとにした戦略（対策）を立案できた。 

〔８.⑥機器の故障等の事態の内容説明の充実 参照〕 

・ホワイトボード上部の戦略（対策）記載欄を活用することで、発電所－本店間のブリーフィング

時に発電所対策本部長が炉心注水、電源確保、ＳＧ注水、ＣＶ冷却の戦略（対策）について発話

することができた。 

〔８.①情報共有の質の向上 参照〕 

・発電所－本店間のブリーフィング内容を、情報連絡責任者間でも再確認することにより、本店対

策本部内へ共有される情報に不整合がないか、また、本店対策本部が状況を正しく認識できてい

るかについて確認できた。 

〔８.②緊急時対策所－本店の情報共有内容をモニターするアクション 参照〕 

・発電所対策本部長は、発電所－本店間のブリーフィングおよび緊急時対策所内でのブリーフィン

グを社内マニュアルの必須項目（ＥＡＬの切り替わり、炉心損傷）と推奨項目（応急対策が一段

落した時点）で漏れなく実施できた。 

〔８.⑤ブリーフィングのタイミング向上 参照〕 

・発電所対策本部長は、発電所の体制およびプラント状況に大きな変化がある、原災法第１０条該

当事象および原災法第１５条該当事象に至った場合のブリーフィングにおいて、体制の移行、プ

ラント状況、戦略（現在の対処状況、今後の対処方針等）および炉心損傷予測等の事象進展予測

の情報共有を行うことができた。また、戦略変更の起点となる、炉心損傷後のブリーフィングに

おいて、炉心損傷により検討すべき戦略について情報共有を行うことができていた。その他、プ

ラントの対応状況を勘案し、積極的に現在の対処状況の整理、傷病者の対応状況等についてブリ

ーフィングを行うことで、認識の統一を図ることができた。 

 

【本店】 

① 本店対策本部設置訓練 

・警戒事態該当事象発生の発電所からの連絡を受けた本店における原子力防災準備体制の発令によ

り、原子力班員、広報班員および立地班員が即応センターへ参集し、情報共有機器の接続を含め

た初動対応を実施した。 

・本店対策本部長が出張不在の状況における原災法第１０条該当事象発生時の原子力応急事態体制

の発令、副本部長への権限委譲をテレビ会議上で行い、以降の対策指揮を副本部長が執った。 
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・本店対策本部席において、４種類のＣＯＰを活用し、事故・プラントの現況、事故の進展予測と

収束戦略、戦略の進捗状況の情報共有を試みた。 

・大型マルチモニタにＳＰＤＳ－ＷｅｂやＥＡＬ発生状態図（電子ホワイトボードに記載した号機

毎に発生したＥＡＬ一覧表）を表示し、プラント状態を即応センター内で共有した。 

・ホワイトボードには電源・一次系注水・補機冷却といった機能毎に実施しているプラント操作内

容、事象進展予測、およびＥＡＬ以外の発生事象（水源への補給準備開始、火災鎮火等）につい

て発電所から収集した情報をもとに記載し、プラント状態を即応センター内で共有した。 

・発電所から収集したプラント情報についてはプロジェクタにて即応センター壁面に泊発電所全体

系統図やＳＦＰ水位概要図などを投影し、即応センター内で説明を行い、本店対応要員への情報

共有を図った。 

・オフサイトセンターの非常用電源への燃料供給、放射線防護施設への資機材提供等、関係地方公

共団体（北海道等）からの支援要請を受け、対応を実施した。 

 

＜評価＞ 

・発電所とのブリーフィングから収集するプラント情報の整理、通報ＦＡＸの受信・配布、ホワイ

トボードへの記録等により、本店対策本部内への情報提供を適宜行うことができた。 

・本店対策本部内の要員に対する情報共有として、前回訓練と同様、予め整備した図面（泊発電所

全体系統図）等の大型マルチモニタへの表示やプロジェクタ投影等を行い、必要な情報を常に把

握することができた。 

・本店対策本部席において、４種類のＣＯＰを活用した運用を試みたが、事故・プラントの現況、

事故の進展予測と収束戦略、戦略の進捗状況を把握することができなかったことから、改善が必

要である。 

〔１０．（２）④ＥＲＣ等への情報共有・提供方法の検討 参照〕 

・電子ホワイトボードに号機毎のＥＡＬ発信番号を記載するとともに、当該データを大型マルチモ

ニタに表示することで、即応センター内での号機毎のＥＡＬ発信状況を容易に確認できた。 

〔８.⑨ＥＡＬ発信状況の把握の更なる改善 参照〕 

・北海道およびオフサイトセンターからの支援要請に対する進行状況や対応完了／未完了ステータ

スを即応センター内で共有するためのホワイトボードを導入し、視覚的に管理状況が分かり易い

ものに改善できた。 

〔８.⑩自治体など外部支援要請事項の対応状況把握の改善 参照〕 

・本店対策本部長が即応センターに不在時、発電所対策本部からの事象報告と本店対策本部長発言

が重なり、本店対策本部長から本店対策本部員への情報伝達が困難な状況が発生したことから、

改善が必要である。 

〔１０.（２）②対策本部長本店不在時における指示等を行う際の方策の検討 参照〕 

・即応センター本部席におけるプラント状況等の報告に際して、深刻度・緊急度に応じた優先順位

を付けた発言が出来なかったことから、改善が必要である。 

〔１０．（２）③本部席報告時における深刻度・緊急度に応じた発言方法の検討 参照〕 

 

②ＥＲＣプラント班との情報共有訓練 

・ＥＲＣプラント班への情報提供は、発電所対策本部で入力したチャットシステムにおける主要時

系列情報に基づき、ＥＲＣコンタクトポイントから統合原子力防災ネットワークテレビ会議によ

り情報提供を行うとともに、ＥＡＬ判断フロー、概略系統図等の画像情報を提供して説明を行っ

た。 

・ＳＰＤＳ－Ｗｅｂ画面をＥＲＣプラント班の統合原子力防災ネットワークテレビ会議システムに

伝送し、ＥＲＣコンタクトポイントとＥＲＣプラント班が同じ画面を共有しながらプラント状況

や実施している戦略についての説明を行った。 

・ＥＲＣプラント班への情報共有ツールとして、今回の訓練から共通運用図（以下、「ＣＯＰ」と

いう。）を用い、事故・プラントの現状、事故進展予測と収束対応戦略、および戦略の進捗状況

に関する説明を行った。 

・緊急事態の遷移の判断となる原災法第１０条該当事象および原災法第１５条該当事象後にそれぞ

れ行われた１０条確認会議および１５条認定会議における対応を行い、事故・プラントの現況や

事故進展予測など確認および認定に必要な情報を原子力規制委員会へ説明を行った。 
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・ＥＲＣリエゾンは前回の３名から４名体制として、ＥＲＣプラント班への補足説明と資料配布な

ど、ＥＲＣプラント班と本店対策本部との間で行われる情報共有の支援を行った。 

 

＜評価＞ 

・前回訓練に引き続き、プラント状況説明上、ＥＲＣコンタクトポイントとＥＲＣプラント班がＳ

ＰＤＳ－Ｗｅｂの同じ画面を共有することは、有益であることを確認できた。 

・ＥＲＣコンタクトポイントの役割分担を、プラント状況の説明者、ＤＢ／ＳＡ機器状況整理表説

明者、概略系統図・フロー説明者等と予め明確にしたことで、特定の要員に過度な負荷がかかる

ことがなく、またＥＲＣプラント班への情報提供もスムーズに実施できた。 

・代替通信手段の確認を訓練開始時に行ったことで、通常通信手段が不通となった際にも代替通信

手段を用いた通信を適切に実施できた。 

〔８.⑪ＥＲＣプラント班との情報通信機器利用の更なる習熟 参照〕 

・本店対策本部では、ＥＲＣプラント班への事故・プラントの現況、事故の進展予測と収束戦略、

戦略の進捗状況を情報共有するに当たって、４種類のＣＯＰを活用した運用を試みたが、全体を

俯瞰したプラント状況を提供することが不足していたことから、改善が必要である。 

〔１０．（２）④ＥＲＣ等への情報共有・提供方法の検討 参照〕 

 

③広報活動訓練（プレス文作成、模擬記者会見の実施、ＥＲＣ広報班との情報共有） 

・本店対策本部において確認・補足したチャットシステムにおける主要時系列情報をもとにプレス

文を作成した。 

・社外への情報公開および社内への情報共有として、訓練用ホームページにプレス文を実掲載、ま

た、ツイッターおよびフェイスブックは掲載データを作成し、掲載するまでの実施手順の確認を

行った。 

・社外プレイヤーである報道関係者、他電力広報担当者および社内模擬記者が参加した模擬記者会

見を２回実施し、事故・プラント状況などの説明を行った。 

・ＥＲＣリエゾンを通じてＥＲＣ広報班にプレス文の提供と内容確認および模擬記者会見実施時間

の連絡を実施した。 

 

＜評価＞ 

・模擬記者会見は、前回訓練に引き続き社内模擬記者に加えて、報道関係者および他電力広報担当

者に参加頂いたことにより、実践的な質疑応答を行うことができ、対応者は模擬記者からの質問

に対して、資料を用いて説明を行うことができた。 

・２回目の模擬記者会見では、会見途中で重大な事象が新たに発生した場面で、資料配布を行い、

分かりやすい説明を行うことができた。 

 

（３）環境放射線モニタリング訓練 

・原災法第１０条該当事象の発生により、放管班長からの指示を受け、放管班員が放射線防護具の

装着後、２班（Ａ、Ｂ班）に分かれ、環境放射線の測定および気象観測を実施した。 

・Ａ班は、恒設のモニタリングポストの設置されていない海側３箇所への可搬型モニタリングポス

トの運搬・設置、設置後の測定までを６２分で実施した。 

・Ｂ班は、緊急時対策所近傍へのプルーム監視用の可搬型モニタリングポストおよび可搬型気象観

測設備それぞれ１台の運搬・設置、設置後の測定・観測、さらに、発電所構内の空間線量率測定

および空気中放射性物質測定準備のための放射能観測車の移動および各測定器の起動までの一

連の作業を６９分で実施した。 

・Ａ班は、測定開始を、Ｂ班は、測定・観測開始および準備完了を、放管班長へ連絡した。 

 

＜評価＞ 

・放管班員は、手順に従い作業を実施し、測定や起動操作の際は訓練者相互の確認が実施できた。 

・Ａ班の作業は目標時間の７５分に対し６２分、Ｂ班の作業は目標時間の９０分に対し６９分であ

り、いずれも目標時間内に作業が実施できた。なお、各班ともに日頃の訓練により操作等が習熟

したことから、目標時間に対して短い時間で実施できた。 
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（４）退避誘導訓練 

・原災法第１０条該当事象および原災法第１５条該当事象の発生により、業務支援班長からの指示

を受け、現場指示者および退避誘導者が各事象に応じた退避対象者の区分に従い、退避誘導活動

を実施した。 

・退避者は想定とした。 

 

＜評価＞ 

・現場指示者は、手順に従い退避誘導者に対して、プラント状況および退避理由を伝え退避を指示

できた。 

・退避誘導者は、手順に従い安全かつ確実な退避誘導ができた。 

 

（５）原子力災害医療訓練 

・２号機管理区域での傷病者（傷口汚染あり）発生により、業務支援班長および放管班長からの指

示を受け、業務支援班員および放管班員が対応を実施した。 

・業務支援班員の現場指揮者（正）は非管理区域での救護指揮、現場責任者（副）は管理区域での

救護指揮、机上情報伝達員は救急車の要請、産業医への要請および業務支援班長への対応状況の

報告、看護師は傷病者の応急処置を実施した。 

・放管班員は、傷病者の汚染検査および除染を実施し、また、傷病者搬送用車両の養生を１８分で

実施した。 

・救急車および産業医への要請は想定とした。 

 

＜評価＞ 

・現場指揮者（正）および現場指揮者（副）の間での連絡を頻繁に行ったことにより、現場指揮者

（正）は、手順に従い傷病者の状況、対応の進捗状況に応じ、机上情報伝達員に報告できた。 

・看護師は、傷病者に頻繁に声かけを行いながら、傷病者の状況を確認し、適切に応急措置を実施

できた。 

・放管班員は、手順に従い傷病者の汚染検査および汚染拡大防止措置を確実に実施するとともに、

傷病者搬送用車両の養生についても、目標時間の２０分に対し１８分で実施できた。 

・業務支援班員および放管班員は、手順に従い傷病者の処置から搬送まで実施できた。 

 

（６）シビアアクシデント対応訓練 

・技術班は、プラント状況に応じて、事象進展予測等の必要な検討および対策の立案を行い、発電

所対策本部に報告した。 

 

＜評価＞ 

・技術班員は、手順に従い報告フォーマットを活用し、技術班長へ必要な情報を報告できた。 

・技術班は、手順に従い１号機使用済燃料ピットの冷却機能喪失認知後の沸騰予測、２号機使用済

燃料ピットからの漏えいに伴う水位低下認知後の水位低下予測および予想低下水位での沸騰予

測を実施し、発電所対策本部に報告できた。 

・技術班は、手順に従い３号機の炉心注水手段が１つのみとなった事を認知した直後から事象進展

予測を行ったことにより、炉心注水手段がなくなった直後に報告でき、炉心損傷後の事象進展予

測も報告できた。また、燃料取替用水ピットへの補給ができるとの情報を認知した直後から、Ｃ

－充てんポンプによる炉心損傷の炉心注水に対する負の影響、正の効果の評価を行ったことから、

注水準備完了前に報告できた。 

 

（７）緊急時対応訓練 

【泊発電所】 

① 初期消火訓練 

・１・２号機予備変圧器での火災発生により、事務局長からの指示を受け、事務局員が現場指揮者

および初期消火要員へ消火活動を指示した。 

・現場指揮者および初期消火要員は、消火活動の指示を受け、１・２号機出入監視室へ移動、防火

服等を装着後、火災現場に向かい火災の状況確認を行うとともに、放水開始までを１０分で実施
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した。 

・公設消防への連絡は想定とした。 

 

＜評価＞ 

・事務局員は、現場指揮者へ火災発生の可能性の段階で１・２号機出入監視室に向かって待機する

よう指示できた。 

・現場指揮者は、手順に従い１・２号機出入監視室で火災発生場所、役割分担、装備の確認、消火

栓が使用できない状況等、初期消火要員に必要な情報の伝達および確認が実施できた。 

・現場指揮者および初期消火要員は、手順に従い作業を実施し、初期消火要員出動から放水開始ま

でを目標時間の３０分に対し１０分で実施できた。なお、目標時間の３０分は、発電所構内全域

を対象に設定しており、今回は集合場所である１・２号機出入監視室から近い１・２号機予備変

圧器での火災であったため、１０分と短い時間で実施できた。 

・初期消火要員は、手順に従い給水口バルブの閉確認を行うことにより、空気吸い込みによる水切

れが発生することなく、確実な消火活動ができた。 

〔８.⑦確実な水槽付消防ポンプ自動車への給水 参照〕 

 

② 可搬型大型送水ポンプ車による燃料取替用水ピット給水訓練 

・３号機の炉心注水、格納容器スプレイによる燃料取替用水ピットの水位低下により、３号機発電

課長（当直）からの指示を受け、運転班員（シビアアクシデント対応チーム）（以下、「運転班員

（ＳＡＴ）」という。）が可搬型大型送水ポンプ車を用いた給水を実施した。 

・運転班員（ＳＡＴ）は、可搬型大型送水ポンプ車およびホース延長・回収車の保管場所への移動、

ホース敷設・接続までを１時間４７分で実施した。 

・可搬型大型送水ポンプ車起動以降は模擬とした。 

 

＜評価＞ 

・運転班員（ＳＡＴ）のチーム長は、活動途中に天候が悪化した際には一度活動を中断し、「足元

がすべるので注意すること」を周知するなど労働安全に注意を払うことができた。 

・運転班員（ＳＡＴ）は、手順に従いホース敷設を行うとともに、ホース敷設環境を熟知してい

たことにより、曲がり部でのホースの余長確保・ねじれ修正などを行うことができた。 

・運転班員（ＳＡＴ）のチーム長は、手順に従いステップ毎に運転班員（ＳＡＴ）２名に対し指

示し、目標時間の２時間２０分に対し１時間４７分で実施できた。なお、目標時間の２時間２

０分は、一番遠方の水源である海水を対象に設定しており、今回は海水より３号機に近い原水

槽を水源としたため、移動距離およびホース敷設距離の短縮により短い時間で実施できた。 

 

③ 可搬型代替電源車給電訓練 

・１号機の全交流電源喪失の発生により、１・２号機発電課長（当直）からの指示を受け、運転班

員（ＳＡＴ）が可搬型代替電源車による給電を実施した。 

・運転班員（ＳＡＴ）は、可搬型代替電源車までの移動、電源車接続場所への車両移動、可搬型代

替電源車の起動操作を１時間５分で実施した。 

 

＜評価＞ 

・運転班員（ＳＡＴ）は、絶縁手袋、長靴の使用前に、基本に忠実に損傷確認を実施することがで

きた。 

・訓練時は、気温が低く、風が強く、雪がちらつく厳しい環境の中であったが、運転班員（ＳＡＴ）

は、手順に従い確実に作業を実施し、目標時間の２時間に対し１時間５分で実施できた。なお、

目標時間の２時間は、分散配置された可搬型代替電源車の内、最も遠方に配備された可搬型代替

電源車の使用およびその配備場所から最も遠い３号機への給電を対象に設定しており、今回は１

号機から最も近傍の可搬型代替電源車が使用可能との想定としたため、可搬型代替電源車までの

移動距離および可搬型代替電源車での移動距離の短縮により短い時間で実施できた。 

 

④ 構内道路補修作業訓練 

・地震によるアクセスルート上へのガレキおよび段差の発生により、土木建築工作班長からの指示
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を受け、土木建築工作班員がガレキ撤去および段差解消を実施した。 

・ガレキについては、車両に見立てた擬似ガレキ１つを置き、ホイールローダを用いてアクセスル

ート外への撤去を６秒で実施した。 

・段差については、高さ４０ｃｍの段差と３０ｃｍの段差とし、バックホウを用いて縦断勾配７％

以下、幅３ｍ以上の車両通行可能なスロープ形状への仕上げを２５分で実施した。 

 

＜評価＞ 

・土木建築工作班員は、手順に従いガレキ撤去作業を目標時間の１８秒に対し６秒、段差解消作業

を目標時間の４０分に対し２５分と、いずれも目標時間内に実施できた。 

 

⑤ 緊急時対策所立上げ訓練 

・警戒事態該当事象の発生により、事務局長からの指示を受け、事務局員が総合管理事務所から緊

急時対策所へ移動し、緊急時対策所発電機の起動準備・起動、緊急時対策所可搬型空気浄化装置

および緊急時対策所空気供給装置の起動準備を実施した。 

・緊急時対策所可搬型空気浄化装置および緊急時対策所空気供給装置の起動は模擬とした。 

 

＜評価＞ 

・事務局員は、手順に従い緊急時対策所発電機の起動準備・起動を実施し、事務局長へ作業完了の

報告ができた。 

・事務局員は、緊急時対策所可搬型空気浄化装置および緊急時対策所空気供給装置の起動準備につ

いても、手順に従い確実に作業を実施し、事務局長へ作業完了の報告ができた。 

 

【本店】 

①オフサイトセンターとの連携訓練 

・オフサイトセンター事業者ブースに要員を実動派遣し、オフサイトセンター事業者ブースの社内

テレビ会議システムを用いて本店対策本部に対して、原子力災害合同対策協議会での決定事項な

ど（模擬）の情報連絡を実施した。 

 

＜評価＞ 

・オフサイトセンター事業者ブースに配備した社内テレビ会議システム、社内パソコン等の情報通

信機器を使用した情報連絡を手順に従い実施できた。 

 

② 原子力事業所災害対策支援拠点（後方支援拠点）との連携訓練 

・本店対策本部は、本店における原子力緊急事態体制発令後に、候補地の中から後方支援拠点に選

定した北海電気工事株式会社小樽支店に対して、実連絡を実施した。 

・放射線管理資機材等の後方支援拠点到着などを模擬して後方支援拠点派遣要員と本店対策本部と

の情報連携を実施した。 

 

＜評価＞ 

・本店対策本部と後方支援拠点（北海電気工事株式会社小樽支店）との実連絡を手順に従い実施で

きた。 

  ・本店対策本部と後方支援拠点派遣要員との情報連携を手順に従い実施できた。 

 

③他電力支援拠点対応訓練 

・電力支援拠点に要員を実動派遣し、社内テレビ会議システムを用いて本店対策本部に対して、他

電力支援拠点開設状況などの情報連絡を実施した。 

 

＜評価＞ 

・本店対策本部と他電力支援拠点（江別市）との社内テレビ会議システムを用いて他電力支援拠点

開設指示、本店対策本部からの派遣要員到着、他電力要員の到着予定の情報連絡を実施できた。 

 

④原子力事業者間協力協定に基づく連携訓練 
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・原子力事業者間協力協定に基づき、泊発電所が発災した場合の幹事会社（日本原燃株式会社）に

対して、警戒事態該当事象発生時の情報連絡、および原災法第１０条該当事象通報に伴う協力要

請を実連絡で実施した。 

 

＜評価＞ 

・原子力事業者間協力協定に基づく幹事会社との実連絡を手順に従い、実施できた。 

 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練（情報連絡） 

【本店】 

・原災法第１０条該当事象通報時における原子力緊急事態支援組織への情報連絡を実連絡で実施お

よびその内容をチャットシステムへ記入することで、発電所対策本部との情報共有を行った。 

 

＜評価＞ 

・原子力緊急事態支援組織（美浜町）への原災法第１０条該当事象通報時の情報連絡を、本店対策

本部における原災法第１０条該当事象発生後に実施すべき事項を記載したホワイトボードを確

認の上、実連絡を手順に従い実施できた。 

 

（９）資機材輸送・取扱訓練 

・北海道からの防災資機材（可搬型モニタリングポスト）貸与依頼（本店対策本部経由）により、

事務局長からの指示を受け、放管班長および業務支援班長がそれぞれの班員に可搬型モニタリン

グポスト４台のオフサイトセンターへの運搬、引渡しを指示した。 

・放管班員は、可搬型モニタリングポストを運搬車両に搬入し、業務支援班員への受け渡しを実施

した。 

・業務支援班員は、運搬車両にてオフサイトセンターまで可搬型モニタリングポストを運搬し、業

務支援班長へ到着時間、引渡し完了の報告を実施した。 

 

＜評価＞ 

・放管班員および業務支援班員は、手順に従い可搬型モニタリングポストの受け渡しからオフサイ

トセンターへの運搬を実施し、オフサイトセンターに到着後には、業務支援班長に引渡し完了の

報告ができた。 
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８．前回の総合訓練において抽出された要改善事項への取り組み 

前回の総合訓練（平成２９年８月２９日実施）において抽出された主な要改善事項への取り組み状

況は表３の通り。 

 

表３．前回の総合訓練において抽出された主な要改善事項への取り組み状況 

前回の総合訓練（平成２９年８月２９日実施）に 
おいて抽出された主な要改善事項 

取り組み状況 

①情報共有の質の向上【泊発電所】 

 具体的な事故対応計画・戦略（対策）の本店対策本

部等への伝達の質をより向上させるため、今回の総合

訓練で実施した発電所対策本部でのホワイトボード

への戦略（対策）記載に加えて、フォーマットの設定

等も含めて検討する。 

・課題 

発電所対策本部長のブリーフィングで、炉心注

水、電源確保、ＳＧ注水、ＣＶ冷却の戦略（対策）

を共有すべきであった。 

・原因 

ブリーフィングはホワイトボード上部の戦略（対

策）記載欄の内容を主として行っている。ホワイト

ボードの戦略（対策）記載欄は、炉心注水、電源確

保、ＳＧ注水、ＣＶ冷却のうち、最も注力している

戦略（対策）しか記載しておらず、その他の戦略（対

策）は、分散して記載しており、視認性が良くなか

った。 

・対策 

最も注力している戦略（対策）のみ記載していた

ホワイトボード上部の戦略（対策）記載欄に、あら

かじめ炉心注水、電源確保、ＳＧ注水、ＣＶ冷却の

事故対応計画の分類分けを行ったフォーマットを

用意しそれぞれの事故対応計画に対して戦略（対

策）を記載することで、視認性の向上を図った。 

・評価 

 電源確保等の事故対応計画の分類分けを行った

フォーマットを活用したことにより、視認性が向上

し泊発電所－本店間のブリーフィング等にて、発電

所対策本部長が炉心注水、電源確保、ＳＧ注水、Ｃ

Ｖ冷却の戦略（対策）について発話することができ

た。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）原子力災害対策本部設置訓練【泊発電

所】 
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前回の総合訓練（平成２９年８月２９日実施）に 
おいて抽出された主な要改善事項 

取り組み状況 

②緊急時対策所－本店の情報共有内容をモニターす

るアクション【泊発電所】 

 ＴＶ会議システム接続後、本店対策本部原子力班長

補佐が本店対策本部内の要員に対して情報共有を行

っている場面があった。そのような場面では、緊急時

対策所の報告者は、本店対策本部が持っている情報が

発電所から伝えた情報と不整合がないか、また、本店

対策本部が状況を正しく認識しているかについて確

認する必要がある。 

・課題 

 発電所－本店間のブリーフィングにて発電所対

策本部から伝えた情報が本店対策本部内で共有し

ている情報と不整合がないか、また、本店対策本部

が状況を正しく認識しているか確認すべきであっ

た。 

・原因 

社内マニュアルに、発電所－本店間のブリーフ

ィングにて発電所対策本部から伝えた情報が本店

対策本部内で共有している情報と不整合がないか、

また、本店対策本部が状況を正しく認識しているか

を、発電所対策本部が確認する方法を規定していな

かった。 

・対策 

報告者（発電所対策本部長）が本店内の情報共

有内容をモニターすることは困難であることから、

発電所－本店間のブリーフィングで伝えた情報が

本店対策本部内で共有される情報と不整合がない

か、本店が情報を正しく認識しているかを確認する

ために、情報連絡責任者間においても再確認するこ

ととして社内マニュアルに規定・周知した。 

・評価 

発電所－本店間のブリーフィング内容を、情報

連絡責任者間でも再確認することにより、本店対策

本部内へ共有される情報に不整合がないか、また、

本店対策本部が状況を正しく認識できているかに

ついて確認できた。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）原子力災害対策本部設置訓練【泊発電

所】 

③ユニット間共用設備の図面情報活用【泊発電所】 

 共用設備の故障により複数ユニットに波及的影響

を与える可能性があるといった情報が発電所対策本

部内で共有されていたかが曖昧であった。発電所対策

本部内でより認識できるように、図面等を活用して情

報共有するべきであった。 

・課題 

 共用設備の故障による複数ユニットへの影響に

ついて、図面等の視覚情報にて発電所対策本部内で

情報共有すべきであった。 

・原因 

図面等は用意していたが、共用設備の故障の報

告の際に図面等を使用することが決まっていなか

った。 

・対策 

ユニット間共用設備の情報共有においては図面

を用いることを社内マニュアルに規定・周知した。 

・評価 

 共用設備である１・２号予備変圧器の故障の情

報を、電子ホワイトボードの共用設備図面を用い

て、１，２号機への波及的影響を確実に発電所対策

本部内で共有できた。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）原子力災害対策本部設置訓練【泊発電

所】 
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前回の総合訓練（平成２９年８月２９日実施）に 
おいて抽出された主な要改善事項 

取り組み状況 

④緊急時対策所内の紙面配布物の配布先等【泊発電

所】 

 緊急時対策所内のホワイトボードのコピー（写真）

は、本部席内のみで情報周知されていた。副班長への

確実な情報伝達のツールとして、コピー（写真）を副

班長席側にも配布するなど、考慮が必要である。 

また、緊急時対策所内で共有が必要な書類が、一部

配布されていなかった。緊急時対策所内の紙面配布物

の配布先等について、社内マニュアル等への反映の検

討が必要である。 

・課題 

 発生事象、対応操作等の時系列を記載したホワイ

トボードのコピー（写真）、通報様式等は、緊急時

対策所内の必要な要員へ情報共有ツールとして配

布すべきであった。 

・原因 

 緊急時対策所内の配置上ホワイトボードが見え

ない副班長席に対し、口頭での情報共有はできてい

たが、より確実な情報共有を行う手段が無かった。

また、通報様式等の配付先が明確ではなかったた

め、必要な要員へ配布されなかった。 

・対策 

 確実に班員等に時系列・戦略等を共有できるよ

うに、ホワイトボードのコピー（写真）を副班長席

に配布することとし、また、通報様式等を緊急時対

策所内の必要な要員に配布するために、配布先を定

めた上で社内マニュアル等に規定・周知した。 

・評価 

 事務局はホワイトボードのコピー（写真）を適

切なタイミング（ブリーフィング時等）に撮影・配

布しており、副班長は、配布されたコピー（写真）

を基に各班員に対し戦略を漏れなく伝えていた。ま

た、紙面配布物（通報様式等）を必要な要員に配付

できた。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）原子力災害対策本部設置訓練【泊発電

所】 
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前回の総合訓練（平成２９年８月２９日実施）に 
おいて抽出された主な要改善事項 

取り組み状況 

⑤ブリーフィングのタイミング向上【泊発電所】 

本店対策本部とのブリーフィングは、事象が深刻化

する局面、逆に改善される局面では、発電所対策本部

－本店対策本部間で開催するタイミングを今よりも

さらに精度よく見極めて実施する必要がある。 

・課題 

 本店対策本部とのブリーフィングについて、発電

所の状況が深刻化する局面、改善される局面では、

開催するタイミングを今よりもさらに精度よく見

極めて実施すべきであった。 

・原因 

 社内マニュアルに規定していたブリーフィング

をするタイミングの例示が少なく、発電所対策本部

長がブリーフィングを発議するタイミングを容易

に図ることができなかった。 

・対策 

 ブリーフィングをするタイミングの例示を追加

した上で、必須項目（ＥＡＬの切り替わり、炉心損

傷、格納容器損傷の事象発生時）、および推奨項目

（応急対策が一段落した時点など、事象発生に依ら

ない時機）に分けて、発電所対策本部長がブリーフ

ィングを発議するタイミングを容易に図れるよう

に社内マニュアルに規定・周知した。 

・評価 

 必須項目のタイミングであるＥＡＬの切り替わ

りおよび炉心損傷で漏れなくブリーフィングを行

うことができた。また、推奨項目のタイミングであ

る、応急対策が一段落した時点でもブリーフィング

を行うことができ、発電所対策本部長はブリーフィ

ングのタイミングを容易に図ることができた。な

お、今後も継続してより良いブリーフィングのタイ

ミングを検討していく。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）原子力災害対策本部設置訓練【泊発電

所】 
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前回の総合訓練（平成２９年８月２９日実施）に 
おいて抽出された主な要改善事項 

取り組み状況 

⑥機器の故障等の事態の内容説明の充実【泊発電所】 

 機器の故障等の事態の内容について、調査中または

確認中とする事項の報告はあったものの、いつまでに

何をどうするといった具体的な時期および状態等を

示したものは少なく、それをもとにした戦略（対策）

立案に関する発話が少なかった。 

・課題 

 注力する戦略（対策）およびその戦略（対策）を

実行するための対策を立案するため、故障機器の状

態および調査・復旧に要する時間を発話すべきであ

った。 

・原因 

 社内マニュアルに、故障機器の状態、調査・復

旧に要する時間および復旧した時刻を発話するこ

とを規定していなかった。 

・対策 

 故障機器の状態の報告の際には、調査・復旧に

要する時間および復旧した時刻を意識して発話す

ることとして、社内マニュアルに規定・周知した。 

・評価 

初動対応においては、情報収集中で発話が少なか

ったものの、訓練が進むにつれて情報収集が行われ

ると、故障機器の状態および調査・復旧に要する時

間を発話し、それらの発話をもとにした戦略（対策）

を立案できた。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）原子力災害対策本部設置訓練【泊発電

所】 

⑦確実な水槽付消防ポンプ自動車への給水【泊発電

所】 

 水槽付消防ポンプ自動車は防火水槽横に駐車し、防

火水槽から水を汲み上げ放水車に給水しようとした

が予定よりも遅れた。 

  

・課題 

 迅速かつ確実な消火活動を行うため、水槽付消防

ポンプ自動車による給水が遅れないよう、対策を講

じるべきであった。 

・原因 

 給水口バルブは通常閉止の弁であるが、給水口

バルブが微開で空気を吸い込んだため、給水が十分

に確保できなかった。 

・対策 

 給水口バルブの閉確認を手順に規定・周知した。 

・評価 

 給水口バルブの閉確認を手順書通り行うことに

より、空気吸い込みによる水切れが発生することな

く、確実な消火活動ができた。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（７）①初期消火訓練 
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前回の総合訓練（平成２９年８月２９日実施）に 
おいて抽出された主な要改善事項 

取り組み状況 

⑧正確な連絡通報文の記載【泊発電所】 

 通報様式中の原子炉の運転状態を選択する項目に

ついて、事象発生後の状態に対する選択項目を、プラ

ント停止状態が継続しているため「状態継続」を選択

するべきところを、「停止」を選択する記載が確認さ

れた。 

・課題 

 通報様式中における事象発生後の原子炉の運転

状態について、プラント停止状態が継続しているた

め、「状態継続」を選択すべきであった。 

・原因 

 当該記載箇所の通報様式の記載ルールを定めた

通報文例がなかった。  
・対策 

 通報様式の記載ルールを定めた通報文例を改正

し、選択項目の記載方法に関する解説を充実させ、

チェック者を含め関係者に周知した。 

・評価 

 プラント停止後の通報文の記載について、プラ

ント運転状態を「状態継続」と選択し、正確に通報

文を作成することができた。今後も、チェック者を

含め関係者に対して継続して教育を行っていく。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（１）緊急時通報・連絡訓練 
⑨ＥＡＬ発信状況の把握の更なる改善【本店】 

 ＥＡＬ発信状況をホワイトボードに記載していた

が、１～３号機が混在した時系列整理としていたた

め、複数号機で多発した場合の号機毎の発信状況を容

易に把握するしくみを課題認識した。 

・課題 

 複数号機でＥＡＬが発生した場合のホワイトボ

ードへの記載対応を考慮すべきであった。 

・原因 

 号機単位でＥＡＬの発生状況を把握する状態監

視機能を持ったツールおよび入力担当が配置され

ていなかった。 
・対策 

複数号機発災時の号機毎のＥＡＬ発信状況を容

易に把握できる情報監視ツールを新たに追加し、Ｅ

ＡＬ更新時に入力する要員を新たに配置した。 

具体的には、電子ホワイトボードに「ＥＡＬ発信

一覧表」の枠を予め設け、プラント情報収集チーム

がＥＡＬ番号を記載し、本店対策本部およびＥＲＣ

コンタクトポイントで確認できるようにした。 

・評価 

 電子ホワイトボードの「ＥＡＬ発信一覧表」を

大型マルチモニタにも表示することで、号機毎のＥ

ＡＬ発生状況を本店対策本部内で共有できた。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）原子力災害対策本部設置訓練【本店】 
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前回の総合訓練（平成２９年８月２９日実施）に 
おいて抽出された主な要改善事項 

取り組み状況 

⑩自治体など外部支援要請事項の対応状況把握の改

善【本店】 

 自治体など外部支援要請事項に対して、どれが進行

中でどれが対応済みなのかといった状況について、対

策本部での把握が十分でなかった。 

・課題 

 自治体等外部からの支援要請事項への対応状況

について、本店対策本部内において視覚的に把握で

きるようにすべきであった。 

・原因 

自治体等外部からの支援要請事項への対応状況

については、対策本部への口頭報告およびチャット

システムへ対応の進捗状況が入力されており、十分

把握できると考えていた。 

・対策 

自治体等外部からの支援要請事項への対応状況

把握のため、本店対策本部横にホワイトボード「外

部からの支援要請の対応状況」を新たに設置した。 

・評価 

外部からの支援要請に対し、要請日時・手配状

況・終了見込みを適切に記載することで、支援状況

の把握ができた。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）原子力災害対策本部設置訓練【本店】 

⑪ＥＲＣプラント班との情報通信機器利用の更なる

習熟【本店】 

 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議が不通とな

った際に代替通信手段の確保に時間を要する状況が

確認された。 

・課題 

 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議が不通と

なった際に代替手段の確保を迅速に行うべきであ

った。 

・原因 

 ＥＲＣコンタクトポイントにおいて、①代替通信

手段の事前確認を行っていなかったこと、②優先度

の高い地上系通信機器より優先度の低い衛星系通

信機器が手前に配置されていたこと、③対応者が代

替通信機器の取扱いに不慣れであったことによる。 

・対策 

 ＥＲＣプラント班と情報共有する通信機器の利

用を確実かつ迅速に対応できるよう、①緊急時の代

替通信手段を事前確認する手順の配備、②通信機器

配置の再検討と再配置、③理解し易い通信機器操作

手順書のＥＲＣコンタクトポイントへの配備およ

び通信機器操作訓練への継続的な参加、の対策を行

った。 

・評価 

 訓練開始時の代替通信手段の事前確認を実施し、

通信手段にマルファンクションが発生した場合に

確実かつ迅速に代替手段へ切り替えることができ

た。 

【完了】 

本報告書の記載箇所 

・７.（２）②ＥＲＣプラント班との情報共有訓練 
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９．訓練の評価 

  「１．訓練の目的」で示した訓練目的に対する評価結果は以下の通り。 

【本店・泊発電所】 

（１）平成２９年度に改正された原子力災害対策指針に基づくＥＡＬの判断条件が定着していることの

確認 

今回のシナリオにおいて発生したＥＡＬのうち、原子力災害対策指針の改正によりＥＡＬの判

断根拠が変わったものは、ＡＬ（地震）およびＳＥ・ＧＥ２１であったが、要素訓練でのＥＡＬ

一覧表を用いたＥＡＬ判断の習熟、さらにＥＡＬ判断フローの活用により、発電所対策本部では、

それぞれの判断において、判断根拠を明確にできた。また、ＥＡＬ判断の正確性については、Ｇ

Ｅ２１について誤判断があったが、通報ＦＡＸを送付するまでに自ら気付き訂正できた。 

また、新規制基準適合、未適合プラントが混在し、適用するＥＡＬに違いがある中でも、ＥＡ

Ｌ一覧表およびＥＡＬ判断フローを活用することにより、判断根拠を明確にできたと評価する。 

ＳＥ・ＧＥ２１については、原子力防災管理者のＥＡＬ判断後から、１５分以内に通報連絡が

行えたことから、遅滞なく判断できたと評価する。 

上記の通り、平成２９年度に改正された原子力災害対策指針に基づくＥＡＬの判断条件の定着

が図られつつあると評価する。 

 

（２）ＣＯＰを活用したＥＲＣプラント班への情報提供ができることの確認 

本店対策本部では、ＥＲＣプラント班への事故・プラントの現況、事故の進展予測と収束戦略、

戦略の進捗状況を情報共有するに当たって、４種類のＣＯＰを活用した運用を試みたが、全体を

俯瞰したプラント状況を提供することが不足した。 

そのため、改善策を検討していく必要がある。 

〔１０．（２）④ＥＲＣへの情報共有・提供方法の検討 参照〕 

 

（３）緊急時対策所内の活動における心得（基本ルール）が定着していることの確認 

発電所対策本部内での発話ルールについては、発電所災害対策本部全体への指示を行った際に

指示を受けた要員の返答が少ない場合には、指示した者が再度「本件了解したか」と、指示内容

の伝達漏れが無いように発話ルールに従いフォローすることができた。さらに、重要な報告内容

等は、「緊急・緊急」と事前に注目させる（１３時５０分のＬＯＣＡ発生時に、「緊急、緊急」と

事前に注目させた上で、報告を行ったこと等）とともに、発話する際は対象となる相手を明確に

し（１３時５０分の地震発生時に、３号機運転班長が放管班長へと相手を明確にした上で地震の

対応を依頼していたこと等）情報共有をすることができていたこと等から、社内マニュアルに定

めた発話ルールに従った対応ができており、発話ルールが守られていたと評価する。 

緊急時対策所内での情報共有ルールについては、チャットシステムやホワイトボードへの記載

等を常時更新・追記できたとともに、通報文等の紙媒体の情報についても情報共有ルールに従い、

必要箇所に適切なタイミングで配付することができた。また、発電所対策本部内においては、情

報共有ルールに従い、各班長が電子ホワイトボードに系統図やグリッドマップ等の図面を表示し

ながら状況を説明し、発電所対策本部内で、故障箇所、電源系統状態、風向風速等の情報を共有

することができたことから、社内マニュアルに定めた情報共有ルールに従った対応ができており、

情報共有ルールが守られていたと評価する。 

 

（４）平成２９年度総合訓練において抽出した改善事項に対する改善策の検証 

「８．前回の総合訓練において抽出された要改善事項への取り組み」に示す通り、改善策が有

効であったと評価する。
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１０．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

  今回の総合訓練において抽出された主な要改善事項は表４および表５の通り。 

（１）泊発電所 

表４．今回の総合訓練において抽出された主な要改善事項 

今回の総合訓練において抽出された主な要改善事項 課題、原因および対策について 

①通報様式の記載方法に係わる改善  

警戒事態該当事象発生後の経過連絡および原災法

第２５条報告様式の「警戒事態該当事象の発生時刻、

種類」および「特定事象の発生時刻、種類」について、

最初に発生した警戒事態該当事象および特定事象の

発生時刻を記載すべきであったが、誤った記載があっ

た。 

・課題 

 警戒事態該当事象発生後の経過連絡および原災

法第２５条報告様式の「警戒事態該当事象の発生時

刻、種類」および「特定事象の発生時刻、種類」に

ついて、最初に発生した警戒事態該当事象および特

定事象の発生時刻、種類を記載すべき。 

・原因 

 平成２９年１０月の泊発電所原子力事業者防

災業務計画の改正により、警戒事態該当事象発

生後の経過連絡および原災法第２５条報告様

式において、それぞれ最初に発生した「警戒事

態該当事象の発生時刻、種類」および「特定事

象の発生時刻、種類」を記載する様式となった

ことについて、原子力事業者防災業務計画に係

る発電所側の担当箇所から関係者へ改正前に

改正内容の周知は行っていたものの、当該箇所

の周知が不十分であり、通報連絡担当箇所内に

おいて、当該箇所における教育がされていなか

った。 

 通報様式の記載ルールを定めた通報文例は、過

去の訓練において抽出された要改善事項を主

として作成しており、当該箇所の記載方法が注

意事項として通報文例に明記されていなかっ

た。そのため、その通報文例を用いた通報ＦＡ

Ｘ送付前のチェック・確認においても、誤りに

気付くことが出来なかった。 

 防災業務計画に係る発電所側の担当箇所が平

成２９年１０月の防災業務計画改正後の通報

文例についてレビューを行っていなかった。 

・対策 

通報様式全般について、通報様式の記載ルールを

定めた通報文例の充実（チェックの視点の追加を含

む）を図るとともに、教育資料に当該通報文例を取

込み、チェック者を含む関係者に対して継続的な教

育・周知を行う。 

加えて、通報ＦＡＸ送付前にその通報文例を用い

てチェック・確認を行う。 

また、今後の改正時においては、改正内容に対し

て確実に対応できるように、通報連絡担当箇所が作

成した通報文例を、防災業務計画に係わる発電所の

担当箇所がレビューした上で、教育を行うこととす

る。 
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今回の総合訓練において抽出された主な要改善事項 課題、原因および対策について 

②通報様式の記載内容に係わる改善 

 ＥＡＬ０１および０２の原災法第１０条通報にお

いて、モニタリングポスト等の指示値の変化は判断根

拠となる値であることから記載すべきであった。 

・課題 

 放射線量等の上昇に係るＥＡＬ０１、０２および

０３の通報文作成にあたっては、当該指示値の変化

状況が判断根拠であることからモニタリングポス

ト等の指示値を記載すべき。 

・原因 

通報にあたり最低限必要となる判断根拠のパラ

メータの記載ルールおよび後追いで報告する場合

のルールがなかった。 

・対策 

放射線量等の上昇に係るＥＡＬ０１、０２および

０３の通報文作成にあたっては、当該指示値の変化

状況を記載する、もしくは後追いで報告することが

わかる記載とするよう、通報様式の記載ルールを定

めた通報文例の充実（チェックの視点の追加を含

む）を図るとともに、教育資料に当該通報文例を取

込み、チェック者を含め関係者に対して継続的な教

育を行う。 

③原災法第２５条報告および警戒事態該当事象発生

後の経過連絡の体制等の改善 

原災法第２５条報告および警戒事態該当事象発生

後の経過連絡が少なく、また、速やかに報告できなか

った。加えて、原災法第２５条報告においては必要な

添付を送付しなかった。 

・課題 

原災法第２５条報告および警戒事態該当事象発

生後の経過連絡については、次々と新たにＥＡＬが

発生する状況下においても送付する必要がある。ま

た、モニタリングポスト等のパラメータの変化があ

る場合には原災法第２５条報告のパラメータを記

載する添付を送付すべきであった。 

・原因 

 原災法第２５条報告および警戒事態該当事象

発生後の経過連絡を送付するタイミングを社

内マニュアルに規定していたが、ＦＡＸ作成は

１名で対応していたため、新たに発生したＥＡ

Ｌの通報文と原災法第２５条報告および警戒

事態該当事象発生後の経過連絡を並行して作

成できず、ＦＡＸ作成が間に合わなかった。 

 ＥＡＬ０１、０２が発生している状況下におけ

る、原災法第２５条報告のパラメータを記載す

る添付のルールが定められていなかった。 

・対策 

次々とＥＡＬが発生する状況においても、原災法

第２５条報告および警戒事態該当事象発生後の経

過連絡を作成できるよう、ＦＡＸ作成に係る要員を

１名から２名とする。 

また、原災法第２５条報告の添付の扱いについ

て、通報様式の記載ルールを定めた通報文例の充実

（チェックの視点の追加を含む）を図るとともに、

教育資料に当該通報文例を取込み、チェック者を含

め関係者に対して継続的な教育を行う。 
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（２）本店 

表５．今回の総合訓練において抽出された主な要改善事項 

今回の総合訓練において抽出された主な要改善事項 原因と対策について 

①本店対策本部代替発信時における着信確認ルール
の作成 

本店を経由してＦＡＸ送信した際の着信確認は、発

電所から本店経由でＥＲＣリエゾンに着信確認の依

頼を行ったが、受信側への着信確認の行為を行わなか

った。 

・課題 
 本店対策本部代替発信時における着信確認のル
ールを明確にすべき。 
・原因 
 ＥＲＣプラント班へのＦＡＸ配布が行われてい
ることをＥＲＣリエゾンが目視により確認した場
合においても、ＦＡＸ担当者は電話による着信確認
が必要であることを認識しておらず、着信確認を行
わなかった。 
・対策 
ＥＲＣプラント班へのＦＡＸ配布の目視による

確認をした場合でも、発電所と同様にＦＡＸ発信者

が着信確認を行うようルール化し、リエゾンも含め

て教育する。 

②対策本部長本店不在時における指示等を行う際の

方策の検討 

本店対策本部長が即応センターに不在時、テレビ会

議を使用して即応センターに指示事項の伝達を行っ

たが、テレビ会議は東京支社－即応センター－発電所

間で接続していたため、発電所対策本部からの事象報

告と本店対策本部長発言が重なり、本店対策本部長か

ら本店対策本部員への情報伝達が困難な状況が発生

した。 

・課題 

本店対策本部長が即応センター不在時における

指示事項の伝達方法を明確にすべき。 

・原因 

 本店対策本部長の指示事項を発電所対策本部に

も伝達する必要があると考えて東京支社－即応セ

ンター－発電所間をテレビ会議で接続した。 

 一方、本店対策本部長の発言時においてもプラン

ト状況は変化しており、発電所対策本部内では事故

事象の発生報告を優先する必要があったため、本店

対策本部長の発言に傾聴できる状況ではなかった。 

 さらに、本店対策本部長の発言時においても、発

電所対策本部において緊急発話を優先する事項の

取り決めが無かったことから、発話が重畳し、本店

対策本部長から本店対策本部員への情報伝達が困

難な状況となった。 

・対策 

本店対策本部長が即応センターに参集できない

場合の防災体制の発令等を行う際の方策を検討す

る。 

また、本店対策本部長の指示事項を発電所対策本

部へ伝達する際に、緊急発話を優先させるルールを

その判断者を含めて検討する。 
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今回の総合訓練において抽出された主な要改善事項 原因と対策について 

③深刻度・緊急度に応じた発言方法の検討 

即応センター本部席におけるプラント状況等の報

告に際して、号機毎の事象進展（深刻度）や事故への

対処戦略とその進捗状況（緊急度）に関する即応セン

ター本部席における情報収集とその共有が不足して

いたため、深刻度・緊急度に応じた優先順位を付けた

発言が出来ていなかった。 

・課題 

即応センター本部席の報告に際しては号機毎の

深刻度等に応じた優先順位の意識を持つべき。 

・原因 

 即応センター本部席の報告に際しては、号機毎に

俯瞰した報告をすることを事前に周知し、報告者

（原子力班長補佐、プラント情報収集チーム）はそ

れを遵守することを心掛け、１号機から３号機の順

番で報告した。 

その結果、優先して報告すべき号機の事象進展

（深刻度）と、戦略およびその進捗度（緊急度）を

加味することができなかった。 

一方、発電所対策本部から報告される事象進展予

測、戦略とその進捗状況の情報について、ＣＯＰ等

を用いて本店対策本部内にて共有する仕組みがな

く、即応センター内の各要員が共通の認識を持つこ

とができなかった。 

・対策 

即応センター本部席への報告は深刻度・緊急度に

応じて行い、また、そのような報告が不足する場合

には、本部席から報告者に優先順位を持たせた報告

を心掛けさせることを、社内マニュアル等に規定

し、周知・教育する。 

深刻度・緊急度を判断するための事象進展や戦略

に関する情報について、ＣＯＰ等を用いて即応セン

ター内で共有するための情報フローを検討し、対策

要員へ周知・教育する。 
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今回の総合訓練において抽出された主な要改善事項 原因と対策について 

④ＥＲＣ等への情報共有・提供方法の検討 

プラントの現状、事故の進展予測、収束対応戦略、

戦略の進捗状況についてＣＯＰを用いた本店対策本

部席およびＥＲＣへの情報共有・提供が不足してい

た。 

 

・課題 

ＣＯＰを用いた本店対策本部席およびＥＲＣへ

のプラント状況、戦略等の積極的な報告・提供をす

べき。 

・原因 

ａ．ＣＯＰ２は時系列３連表の情報を基に作成して

おり、その時系列３連表は、マイクを使用した発話

を入力している。号機責任者は事象収束に向けた指

揮・命令および本部長への報告は行っていたが、マ

イクを使用した戦略発話が少なかったため、時系列

３連表に戦略情報が入力されずＣＯＰ２が作成で

きなかった。 

ｂ．号機責任者が戦略を立案する役割となってお

り、次々と機器故障等が発生するような場面におい

ては、号機責任者の負担が大きく、一部の時間帯に

おいては戦略を立案することが出来ず、その場合の

サポート役もいなかった。 

ｃ．本店対策本部における戦略とその進捗に関する

情報の収集の際、発電所対策本部活動を阻害しない

という意識があり、情報収集が十分にできなかっ

た。 

ｄ．系統概要情報については、自動的にＣＯＰ３を

作成するシステムを準備していたが、訓練事務局か

らＣＯＰ３作成者に操作方法などの訓練前教育が

不十分であり、それにより一部のＣＯＰ３作成がで

きなかった。 

・対策 

ａ．号機責任者がマイクを使用した戦略発話を行う

ことを社内マニュアルに規定する。また、確実に戦

略が時系列３連表に入力されるよう、号機責任者、

時系列３連表入力者および時系列３連表確認者に

教育を行うこととする。 

ｂ．戦略立案について、号機責任者が対応すること

を基本とするが、今回のような厳しいシナリオ時に

おいても戦略立案できるよう、技術班等に号機責任

者をサポートする役割を追加する。 

ｃ. 戦略とその進捗に関する情報収集の結果、不足

がある場合には泊発電所カウンターパートを通じ

た情報収集を心掛けることを社内マニュアル等に

規定し、周知・教育する。 

ｄ．ＣＯＰ作成の操作マニュアルを作成し、操作対

象者に周知・教育すること、および不具合発生時の

バックアップ手段を検討する。 

 

 

以 上 


